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（訂正）「株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ 

 

 

 

 平成 29 年 10 月 13 日に開示しました「株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知ら

せ」に、一部訂正がございますのでお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

 

訂正箇所および訂正内容（訂正箇所は下線を付しております。） 

 

（訂正前） 

３．定款の一部変更 

（１） 変更の目的 

 上記「１．株式併合（１）株式併合の目的」に記載のとおり、株式併合を実施し、株式併合の割合に応

じて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第６条（発行可能株式総数）を変更するとともに、単

元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するため、現行定款第８条（単元株式数）を変更するものでありま

す。なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成 30 年３月１日をもって効力を生じ

る旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものとします。 

（２） 変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

現行定款 変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

19,562,000 株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

3,912,400 株とする。 

  

 

 

 



（訂正後） 

３．定款の一部変更 

（１） 変更の目的 

 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、株式併合を行う場合の発行

可能株式総数は、発行済株式総数の４倍を超えることができない旨が規定されたこと、および「１. 

株式併合」の内容を勘案し、発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第６条（発行可能株式総数）

を変更するとともに、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するため、現行定款第８条（単元株式数）

を変更するものであります。なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成 30 年３月

１日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものとします。 

（２） 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

現行定款 変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

19,562,000 株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

3,200,000 株とする。 

 

 

以 上 

 


